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(57)【要約】
【課題】シャッタの着脱操作を容易に行うことを可能に
した局部洗浄装置を提供する。
【解決手段】ノズル開口部９を通じて出没可能に設けら
れ、前方に進出した状態で先端部から洗浄水を吐出させ
、局部を洗浄するための局部洗浄ノズル７、８と、回動
可能に且つ着脱可能に取り付けられてノズル開口部９を
開閉するシャッタ１０とを備え、シャッタ１０の着脱時
にシャッタ１０をノズル開口部９を開いた開姿勢で保持
するシャッタ開閉機構１７を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノズル開口部を通じて出没可能に設けられ、前方に進出した状態で先端部から洗浄水を
吐出させ、局部を洗浄するための局部洗浄ノズルと、
　回動可能に且つ着脱可能に取り付けられて前記ノズル開口部を開閉するシャッタとを備
え、
　前記シャッタの着脱時に、前記シャッタを前記ノズル開口部を開いた開姿勢とし、前記
シャッタの取付部を目視可能な前記開姿勢で前記シャッタを保持するシャッタ開閉機構を
備えていることを特徴とする局部洗浄装置。
【請求項２】
　請求項１記載の局部洗浄装置において、
　前記シャッタ開閉機構は、前記シャッタを横方向に延びる軸線周りに回動可能に備える
とともに、前記シャッタの着脱時に背面を上方に向けるように前記ノズル開口部の下方側
に回動した開姿勢で前記シャッタを保持するように構成されている局部洗浄装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の局部洗浄装置において、
　前記シャッタ開閉機構は、前記局部洗浄ノズルが進出するとともに前記シャッタを押圧
して前記ノズル開口部を開き、該局部洗浄ノズルが前記シャッタに当接した状態で停止し
て前記シャッタを開姿勢で保持するように構成されている局部洗浄装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の局部洗浄装置において、
　前記シャッタ開閉機構は、前記シャッタが回動自在に且つ着脱可能に取り付けられ、ア
ーム部を前後方向に進退自在に支持して配設されるシャッタアームを備えており、
　前記シャッタの着脱時に前記アーム部を前方に進出させ、前記シャッタを前記ノズル開
口部を開いた開姿勢で保持するように構成されている局部洗浄装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の局部洗浄装置において、
　前記シャッタ開閉機構は、前記シャッタを取り外し時に該シャッタの取り外し力の作用
方向への前記シャッタの移動を規制して保持するように構成されている局部洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、局部洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洗浄大便器には、用便後に局部を洗浄するための局部洗浄装置を備えたものがあ
る。局部洗浄装置は、リモコン操作などに応じ、ノズル開口部を通じて便器本体の内側と
カバーケース及びノズルカバーの間で進退・出没する局部洗浄ノズルを備えている。そし
て、局部洗浄ノズルが進出とともにノズル開口部を開閉するシャッタを押圧傾動させて開
き、便器本体の内側に進出した局部洗浄ノズルの先端部から洗浄水が吐出することによっ
て局部を洗浄することができる。
【０００３】
　また、ノズル開口部を開閉するシャッタを備えたシャッタ部（シャッタユニット）をノ
ズルマウント部に係止爪を係止させて着脱可能に取り付け、係止爪を指でつまみ引っ張る
ことによってシャッタ部を取り外せるように構成したものがある（例えば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１７１５４１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された局部洗浄装置においては、係止爪をつまんでシ
ャッタ部をノズルマウンド部から取り外す際に、取付位置が作業者から見えず、着脱操作
が行いにくいという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、シャッタの着脱操作を容易に行うことを可能にした局部洗
浄装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達するために、この発明は以下の手段を提供している。
【０００８】
　本発明の局部洗浄装置は、ノズル開口部を通じて出没可能に設けられ、前方に進出した
状態で先端部から洗浄水を吐出させ、局部を洗浄するための局部洗浄ノズルと、回動可能
に且つ着脱可能に取り付けられて前記ノズル開口部を開閉するシャッタとを備え、前記シ
ャッタの着脱時に、前記シャッタを前記ノズル開口部を開いた開姿勢とし、前記シャッタ
の取付部を目視可能な前記開姿勢で前記シャッタを保持するシャッタ開閉機構を備えてい
ることを特徴とする。
【０００９】
　この発明においては、シャッタの着脱時にノズル開口部を開いた開姿勢でシャッタを保
持するように／保持可能にシャッタ開閉機構が構成されているため、シャッタを着脱可能
に取り付ける取付部の位置を目視で確認しながらシャッタの取付／取外し作業（着脱作業
）を行うことが可能になる。
【００１０】
　これにより、従来と比較し、シャッタの取付／取外し作業の操作性がよく、容易に且つ
円滑に行うことができる。また、取付部を見ることができるため、誤組付け、無理な押し
込みなどによって破損が生じることを防止できる。
【００１１】
　また、本発明の局部洗浄装置において、前記シャッタ開閉機構は、前記シャッタを横方
向に延びる軸線周りに回動可能に備えるとともに、前記シャッタの着脱時に背面を上方に
向けるように前記ノズル開口部の下方側に回動した開姿勢で前記シャッタを保持するよう
に構成されていることが好ましい。
【００１２】
　この発明においては、シャッタの着脱時に、シャッタの背面が上方を向くようにノズル
開口部の下方側にシャッタを回動し、この開姿勢でシャッタを保持することで、シャッタ
の取付部を上から容易に目視で確認することができる。
　これにより、さらに容易にシャッタの取付／取外し作業（着脱作業）を行うことが可能
になる。
【００１３】
　さらに、本発明の局部洗浄装置において、前記シャッタ開閉機構は、前記局部洗浄ノズ
ルが進出するとともに前記シャッタを押圧して前記ノズル開口部を開き、該局部洗浄ノズ
ルが前記シャッタに当接した状態で停止して前記シャッタを開姿勢で保持するように構成
されていることが望ましい。
【００１４】
　この発明においては、シャッタの着脱時に、局部洗浄ノズルが進出するとともにシャッ
タを押圧して開いてシャッタに当接した状態で停止することによってシャッタを開姿勢で
保持するように構成したことにより、例えばシャッタの着脱時の動作制御を付加するだけ
で、特別な機構を別途設けることなく、シャッタの着脱時にシャッタを開姿勢にして保持
することが可能になる。
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　これにより、容易に且つ経済的に、シャッタの取付／取外し作業の向上を図ることがで
きる。
【００１５】
　また、本発明の局部洗浄装置において、前記シャッタ開閉機構は、前記シャッタが回動
自在に且つ着脱可能に取り付けられ、アーム部を前後方向に進退自在に支持して配設され
るシャッタアームを備えており、前記シャッタの着脱時に前記アーム部を前方に進出させ
、前記シャッタを前記ノズル開口部を開いた開姿勢で保持するように構成されていること
がさらに望ましい。
【００１６】
　この発明においては、前後方向に進退自在に支持されたシャッタアームにシャッタを回
動自在に且つ着脱可能に取り付けるように構成したことで、シャッタの着脱時にシャッタ
アーム（アーム部）を前方に進出させ、シャッタ開口部からシャッタの取付部を離間させ
ることができる。
　これにより、シャッタの取付部をより確実且つ容易に目視で確認でき、シャッタの脱着
時のさらなる作業性の向上を図ることが可能になる。
【００１７】
　さらに、本発明の局部洗浄装置において、前記シャッタ開閉機構は、前記シャッタの取
り外し時に該シャッタの取り外し力の作用方向への前記シャッタの移動を規制して保持す
るように構成されていることが望ましい。
【００１８】
　この発明においては、シャッタの取り外し時に取り外し力が作用する方向へのシャッタ
の移動を規制して保持するように構成されているため、シャッタに力を加えた際にぐらつ
くことがなく、シャッタを好適に（例えば小さな力で容易に）取り外すことが可能になる
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の局部洗浄装置においては、シャッタの着脱時にノズル開口部を開いた開姿勢で
シャッタを保持するように／保持可能にシャッタ開閉機構が構成されているため、シャッ
タを着脱可能に取り付ける取付部の位置を目視で確認しながらシャッタの取付／取外し作
業を行うことが可能になる。よって、従来と比較し、シャッタの着脱操作を容易に行うこ
とが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る水洗大便器を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る水洗大便器の便座部とカバーケースを取り除いた状態
を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のカバーケースの内部を
示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のカバーケースの内部を
示す斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）の局部洗浄ノズルを示す
斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）の局部洗浄装置を示す斜
視図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットを示
す斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットを示
す斜視図であり、シャッタを上方に開いた状態を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットを示
す斜視図であり、シャッタを下方に開いた状態を示す図である。
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【図１０】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタベースを示す斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタベースを示す分解斜視図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタベースをノズルユニットに係合させてノズル開口部に設置した状態を示す側断面
図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタアームのアーム部とシャッタベースの接続部分を示す側断面図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタアームを示す斜視図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタアームの軸部にシャッタ受けを取り付けた状態を示す斜視図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタを上方と下方の二方向に開いた状態を示す側面図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタベースをノズル開口部に設置した状態を示す正面側からの斜視図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタベースをノズル開口部に設置した状態を示す平面図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタがノズル開口部を閉じた状態を示す側断面図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係る水洗大便器（局部洗浄装置）のシャッタユニットの
シャッタが上方に開いた状態を示す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図１から図２０を参照し、本発明の一実施形態に係る局部洗浄装置について説明
する。
【００２２】
　はじめに、本実施形態の水洗大便器Ａは、図１及び図２に示すように、便器本体１と、
便器本体１の後部側に設けられ、例えば使用者によるリモコン操作を検知して便器本体１
内に洗浄水を吐出させる洗浄機構部２と、便座３ａ及び便蓋３ｂからなる便座部３とを備
えて構成されている。
【００２３】
 さらに、水洗大便器Ａは、図１から図３に示すように、用便後に局部を洗浄するための
局部洗浄装置４を備えている。
【００２４】
　便器本体１は、便鉢のボウル部１ａと、ボウル部１ａの上部に設けられ、便器本体１の
内側に突出しつつ外周縁を形成するリム部１ｂとを備えて形成されている。
【００２５】
　洗浄機構部２は、便器本体１の後部側に着脱可能に一体に設けられ、且つカバーケース
６内に収容して設けられている。また、洗浄機構部２は、例えばリモコン操作によって洗
浄水流路を開閉制御するコントロールバルブ、電磁バルブなどの開閉弁を備え、この開閉
弁によって便器本体１のリム部１ｂに洗浄水を流すリム吐水、便器本体１のボウル部１ａ
、封水部１ｃに洗浄水を流すジェット吐水の切替、吐水流量の制御が行えるように構成さ
れている。
【００２６】
　なお、カバーケース６は、便器本体１の後部上面に設置されるベース（ベースプレート
）６ａと、ベース６ａに組み付けられて収容空間を形成するカバー（外殻体）６ｂとを備
えて構成されている。
【００２７】
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　便座３ａ及び便蓋３ｂからなる便座部３は、図１及び図５に示すように、カバーケース
６に着脱可能に接続し、横方向Ｔ１に延びる回動軸Ｏ１周り（上下方向）に回動自在に設
けられている。
【００２８】
　局部洗浄装置４は、図１から図５に示すように、洗浄機構部２とともにカバーケース６
内に収容して設けられ、例えばリモコン操作によって便器本体１内に進出する局部洗浄ノ
ズル７、８と、カバーケース６に設けられたノズル開口部９を開閉し、局部洗浄時に局部
洗浄ノズル７、８の便器本体１内への進出動作に応じてノズル開口部９を開き、局部洗浄
ノズル８、９がカバーケース６内に退避するとともにノズル開口部９を閉じて、汚物、洗
浄水の飛沫などが局部洗浄ノズル７、８にかかったり、内部に入り込むことを防止するた
めのシャッタ１０とを備えている。
【００２９】
　また、本実施形態において、局部洗浄装置４は、局部洗浄時に、リモコン操作などに応
じて便器本体１の内側に局部洗浄ノズル７、８が進出するとともに、局部洗浄ノズル７、
８の先端部がシャッタ１０の背面側を押圧してシャッタ１０が回動して開く。そして、便
器本体１の内側に進出した局部洗浄ノズル７、８の先端部から洗浄水が吐出して局部を洗
浄するように構成されている。局部洗浄後は、局部洗浄ノズル７、８が退避するとともに
シャッタ１０の押圧状態が解除されて自動的にシャッタ１０が回動しノズル開口部９を閉
じるように構成されている。
【００３０】
　具体的に、本実施形態の局部洗浄装置４は、図２から図６に示すように、カバーケース
６のベース６ａの中央に配置されたノズルユニット１１と、局部を洗浄するための温水を
ノズルユニット１１に供給する温水供給ユニットと、温風によって洗浄後の局部を乾燥さ
せるための温風乾燥ユニット（温風乾燥装置）１２と、脱臭ユニット（脱臭装置）１３と
を備えている。
【００３１】
　ノズルユニット１１は、図５及び図６に示すように、肛門洗浄用ノズルとビデ用ノズル
の一対の局部洗浄ノズル（ツインノズル）７、８と一対の局部洗浄ノズル７、８を内包す
るノズルカバー１５とを備えている。本実施形態の一対の局部洗浄ノズル７、８は、前方
に向かうに従い漸次下方に傾斜し、互いに軸線Ｏ２方向を同方向に向けて平行に配設され
ている。また、各局部洗浄ノズル７、８は、下方に位置する先端部に洗浄水を吐出する吐
出孔１６を備え、後端側から供給されて内部を流通した洗浄水が吐出孔１６から所定の方
向に吐出するように構成されている。
【００３２】
　また、一対の局部洗浄ノズル７、８はそれぞれ、略円柱棒状に形成され、ベース６ａの
前面中央にノズル開口部９に対し、軸線Ｏ２方向（前後方向Ｔ２）に進退自在に設けられ
ている。そして、これら一対の局部洗浄ノズル７、８はそれぞれ、洗浄時にノズル開口部
９から前方に進出して便器本体１の内側に突出し、洗浄後にノズル開口部９を通じてノズ
ルカバー１５及びカバーケース６内に退避して保持される。
　ここで、本実施形態では前後方向Ｔ２は略前後の方向を含むものとして説明を行う。
【００３３】
　例えば、一対の局部洗浄ノズル７、８はそれぞれ個別に、ラックピニオン機構によって
軸線Ｏ２方向に進退する。すなわち、本実施形態では、各局部洗浄ノズル７、８の下面に
ラックが一体形成され、ラックをモータの回転軸に取り付けたピニオンに噛合して局部洗
浄ノズル７、８が配設されている。
【００３４】
　これにより、リモコン操作などに応じてモータ及びピニオンが一方向に回転すると、局
部洗浄ノズル７、８が軸線Ｏ２方向前方に進出移動し、ノズル開口部９を通じて便器本体
１の内側に突出する。また、リモコン操作などに応じてモータ及びピニオンが他方向に回
転すると、局部洗浄ノズル７、８が軸線Ｏ２方向後方に退避移動し、ノズル開口部９を通
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じて局部洗浄ノズル７、８がノズルカバー１５及びカバーケース６内に収容される。
【００３５】
　ここで、本実施形態の局部洗浄装置４においては、図２、図３、図６に示すように、一
対の局部洗浄ノズル７、８がカバーケース６内に退避した状態でノズル開口部９を閉じて
、汚物、洗浄水の飛沫などが局部洗浄ノズル７、８にかかったり、内部に入り込むことを
防止し、図１、図４、図５に示すように、局部洗浄ノズル７、８の進出とともに回動して
ノズル開口部９を開くシャッタ１０がシャッタユニット（シャッタ開閉機構）１７に具備
されている。
【００３６】
　本実施形態のシャッタユニット１７は、図６から図９に示すように、カバーケース６の
ベース６ａのノズル開口部９に着脱可能に位置決め固定するためのシャッタベース２０と
、シャッタベース２０に後端側を支持させて配設されるシャッタアーム２１と、シャッタ
アーム２１に着脱可能に且つ回動可能に接続して配設されるシャッタ受け２２と、シャッ
タ受け２２の前方に重ねて配設されるとともにシャッタアーム２１に着脱可能に且つ回動
可能に接続して配設されるシャッタ１０とを備えて構成されている。
【００３７】
　シャッタベース２０は、図１０、図１１、図１２、図１３（及び図６から図９）に示す
ように、シャッタユニット１７の最後部に設けられる第１ベース２３と、第１ベース２３
の前面に着脱可能に取り付けられる第２ベース２４を備えている。
【００３８】
　また、第１ベース２３は、本体部２３ａと、本体部２３ａの幅方向（横方向Ｔ１）両側
部にそれぞれ設けられたアーム保持部２３ｂとを備えている。
【００３９】
　第１ベース２３の本体部２３ａは、下端から上端側に凹み、局部洗浄装置４のノズルカ
バー１５を嵌合させる嵌合部（係合部）２５を備えている。また、第１ベース２３の本体
部２３ａは、上端側の幅方向中央から両側部のそれぞれの側に所定の間隔をあけた位置に
、背面から後方に延設された一対の凸部（係合部）２６を備え、これら一対の凸部２６の
間にノズルカバー１５に形成された凸部を係合させることにより、ノズルカバー１５に係
合するように構成されている。さらに、第１ベース２３の本体部２３ａは、その上端の幅
方向両側部側に背面から前面に貫通するネジ挿通孔２７が設けられている（図１１参照）
。
【００４０】
　第１ベース２３の本体部２３ａの幅方向両側部にそれぞれ一体に配設されるアーム保持
部２３ｂは、断面略方形状の筒状に形成され、前面側と背面側にそれぞれ開口するように
前面側から背面側に向かう前後方向Ｔ２に中心軸線方向を向けて延設されている。
【００４１】
　第２ベース２４は、本体部２４ａと、カバーケース６のベース６ａに係合するベース係
合部（係合部）２４ｂと、本体部２４ａの幅方向両側部にそれぞれ設けられたアーム挿通
部２４ｃとを備えて構成されている。
【００４２】
　第２ベース２４の本体部２４ａは、幅方向中央を間にした左右に、前面から背面に貫通
し、一対の局部洗浄ノズル７、８をそれぞれ挿通させて進退させるための一対のノズル挿
通部２８を設けて形成されている。また、第２ベース２４の本体部２４ａは、その上端の
幅方向両側に背面から前面側に凹み、背面に雌ネジの螺刻が施された雌ネジ孔が穿設され
ている。
【００４３】
　図１０、図１１、図１３に示すように、第２ベース２４の本体部２４ａの幅方向両側部
にそれぞれ設けられたアーム挿通部２４ｃは、前面側と背面側にそれぞれ開口するように
前面側から背面側に向かう前後方向Ｔ２に延設されている。また、各アーム挿通部２４ｃ
の前端側には、上面から下方に延び、また下面から上方に延び、同心円の円弧面状に形成
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された上方回動係止面３１及び下方回動係止面３２が設けられている。
【００４４】
　また、下方回動係止面３２には、幅方向略中央に、この下方回動係止面３２から下方に
凹み、且つ後端から前端に延びるガイド溝３３が形成されている。
【００４５】
　上記の第１ベース２３と第２ベース２４は、第１ベース２３の前面に第２ベース２４の
背面を面接触させつつ所定の相対位置に配設した接合状態で互いに係合し、上下方向Ｔ３
及び横方向Ｔ１の相対移動を規制した状態で保持される。
【００４６】
　そして、第１ベース２３と第２ベース２４は、互いに係合した接合状態でネジ挿通孔２
７と雌ネジ孔が連通し、第１ベース２３の背面側からネジ挿通孔２７にネジ３４を挿通す
るとともに第２ベース２４の雌ネジ孔に螺合させることによって着脱可能に接続される。
【００４７】
　また、第１ベース２３と第２ベース２４を接続した状態で、第１ベース２３のアーム保
持部２３ｂと第２ベース２４のアーム挿通部２４ｃが互いの中心軸線を同軸上に配して連
通するように配設される。
【００４８】
　また、図７に示すように、第１ベース２３と第２ベース２４を接続してなるシャッタベ
ース２０は、カバーケース６のベース６ａ上の所定位置に配設すると、第２ベース２４の
アーム挿通部２４ｃの上端側に設けられた雌ネジ孔２９がベース６ａに設けられたネジ挿
通孔と連通し、ネジ挿通孔を通じて雌ネジ孔２９にネジ３０を締結することによってベー
ス６ａの所定位置に固定するように構成されている。
【００４９】
　シャッタアーム２１は、図１３、図１４に示すように、軸線Ｏ３方向を横方向Ｔ１に向
けて配設される軸部３５と、軸部３５の両端部側のそれぞれに前端側（一端側）を接続し
、軸部３５の軸線Ｏ３に直交する方向に且つ平行に延設される断面略方形状の一対のアー
ム部３６とを備えて略コ字状に形成されている。なお、アーム部３６は必ずしも断面略方
形状で形成することに限定しなくてもよい。
【００５０】
　本実施形態では、シャッタアーム２１の軸部３５が、円柱棒状に形成されるとともに、
外面から突出し、シャッタ受け２２を保持するための係止片部３５ａを備えて形成されて
いる。
【００５１】
　アーム部３６の後端側（他端側）には、シャッタアーム２１をカバーケース内の後方に
付勢するようにベース６ａとアーム部３６にバネ部材（不図示）をアーム保持部２３ｂの
後端側の開口を通じて着脱可能に引っ掛けて接続するためのバネ接続部３６ａが突設され
ている。
【００５２】
　また、一対のアーム部３６はそれぞれ、後端側に（バネ接続部３６ａよりも前端側）に
、上面から上方に延び、また下面から下方に延び、同心円の円弧面状に形成された上方回
動面３７ａ及び下方回動面３７ｂを備えた回動部３７が設けられている。この回動部３７
の上方回動面３７ａ及び下方回動面３７ｂは、アーム挿通部２４ｃの上方回動係止面３１
及び下方回動係止面３２と同じ曲率半径の円弧面として形成されている。
【００５３】
　また、各アーム部３６は、下面の幅方向略中央に、下面から下方に突出し、アーム部３
６の延設方向の前後方向Ｔ２に延びるリブ３８を備えている。リブ３８は、アーム部３６
の先端よりも回動部３７側から、回動部３７よりも先端側までの所定の長さ範囲に設けら
れている。また、このリブ３８は、前端から突出長を一定にして後端側に延び、アーム部
３６の進退時にアーム部３６の軸線Ｏ４方向（延設方向）の向きを一定に保持する支持突
部３８ａと、支持突部３８ａから後端に向かうに従い突出長が小になる傾斜部３８ｂとを
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備えて形成されている。
【００５４】
　シャッタ受け２２は、図８、図９、図１５に示すように、正面視で横長の略矩形板状に
形成されている。また、シャッタ受け２２は、短手方向の上下方向略中央に、前面から背
面側に凹み、長手方向の横方向一側端部から他側端部まで延びる回転軸嵌合部２２ａを備
えている。シャッタ受け２２の前面には、回転軸嵌合部２２ａ上に僅かに突出する係止片
部２２ｂが回転軸嵌合部２２ａを挟んで上側と下側にそれぞれ複数設けられている。
【００５５】
　また、シャッタ受け２２には、回転軸嵌合部２２ａよりも下方の両側端部側にそれぞれ
、側端部から横方向Ｔ１に突出する回転規制部２２ｃが設けられている。
【００５６】
　さらに、シャッタ受け２２の背面には、ノズルユニット１１の肛門洗浄用の一方の局部
洗浄ノズル７が前方に進出した際にこの一方の局部洗浄ノズル７の先端部が当接する位置
に第１当接回動部４０、ビデ用ノズルの他方の局部洗浄ノズル８が前方に進出した際にこ
の他方の局部洗浄ノズル８の先端部が当接する位置に第２当接回動部４１がそれぞれ設け
られている。
【００５７】
　第１当接回動部４０と第２当接回動部４１はそれぞれ、シャッタ受け２２の背面から後
方に突出して形成されている。第１当接回動部４０は、一方の局部洗浄ノズル７が当接す
る部分に下方に向かうに従い漸次背面に近づく傾斜面４０ａを備えて形成されている。第
２当接回動部４１は、他方の局部洗浄ノズル８が当接する部分が下方に向かうに従い漸次
背面から後方に離れる逆傾斜面４１ａを備えて形成されている。
【００５８】
　シャッタ１０は、図５から図８に示すように、横長の正面視略長方形状で形成されると
ともに、ノズル開口部９を閉じた状態における上下方向中央部が前方に僅かに膨出するよ
うに湾曲する断面略円弧状に形成されている。
【００５９】
　次に、本実施形態の温水供給ユニットは、ノズルユニット１１の各局部洗浄ノズル７、
８に配管で接続されている。そして、温水供給ユニットは、制御基板からの動作指令に基
づいて駆動し、所定の温度に調温された温水を洗浄水として局部洗浄ノズル７、８に供給
するように構成されている。
【００６０】
　本実施形態の温風乾燥ユニット１２は、図３から図６に示すように、温風発生装置１２
ａ及び温風ダクト１２ｂを備え、温風ダクト１２ｂがノズル開口部９に並んで開口する吹
出口４２に接続して設けられている。
【００６１】
　温風発生装置１２ａは、図３に示すように、温風ダクト１２ｂの途中に設けられたファ
ン１２ｃと、温風ダクト１２ｂのファン１２ｃよりも吹出口４２側に設けられたヒータ１
２ｄとを備え、ファン１２ｃの駆動によって吸い込んだ空気（外気）が温風ダクト１２ｂ
を流通し、この空気をヒータ１２ｄで所定の温度に加熱するとともに吹出口４２から前方
の所定の方向、位置に吹き出すように構成されている。
【００６２】
　次に、本実施形態の脱臭ユニット１３は、脱臭ダクト１３ａと、脱臭ダクト１３ａの中
途に設けられたファン（送風機）１３ｂと、ファン１３ｂよりも上流側の脱臭ダクト１３
ａ内に配置された脱臭カートリッジ１３ｃと、ファン１３ｂよりも下流側に配置された除
菌ユニット１３ｄとを備えて構成されている。
【００６３】
　脱臭ダクト１３ａは、図３から図６に示すように、ノズル開口部９に並んで開口する吸
込口４３（本実施形態では吹出口４２と上下に並設）に上流側の一端を接続し、ノズル開
口部９に並んで開口する吹出口４４に下流側の他端を接続して設けられている。
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【００６４】
　脱臭カートリッジ１３ｃは、例えば、活性炭等の吸着型の脱臭剤を備え、通過する空気
に含まれる臭気を脱臭剤によって取り除く。なお、脱臭剤は、脱臭が可能であれば特に限
定する必要はない。例えば触媒であってもよく、光触媒のように紫外線等の光線を照射す
ることによって物質を分解する分解型の脱臭剤であってもよい。
【００６５】
　除菌ユニット１３ｄは、例えば、除菌イオンを発生させ、浮遊菌の繁殖を抑制し、且つ
除菌するものであり、空気を電離させてプラスイオンとマイナスイオンを生じさせ、その
プラスイオンとマイナスイオンにより浮遊菌を取り囲んで不活化するものが好適である。
【００６６】
　そして、上記のように構成した本実施形態の局部洗浄装置４、水洗大便器Ａでは、まず
、図１０、図１１、図１３に示すように、シャッタベース２０の第１ベース２３の前面に
第２ベース２４の背面を面接触させつつ係合させ、第１ベース２３と第２ベース２４を接
合状態にする。このとき、シャッタアーム２１の各アーム部３６を第１ベース２３と第２
ベース２４の幅方向両側端部にそれぞれ設けられて互いに連通する一対のアーム保持部２
３ｂ（及びアーム挿通部２４ｃ）の空間内に嵌め込むように配置しながら、第１ベース２
３と第２ベース２４を係合させ、互いに連通する第１ベース２３の本体部２３ａのネジ挿
通孔２７と第２ベース２４の本体部２４ａの雌ネジ孔にネジ３４を挿入して螺合させるこ
とによって、第１ベース２３と第２ベース２４を一体に接続する。
【００６７】
　このように第１ベース２３と第２ベース２４を接続すると、図１３、図１４、図１５に
示すように、シャッタアーム２１の軸部３５がその軸線Ｏ３方向を横方向Ｔ１に向けて配
設されるとともに、各アーム部３６がアーム保持部２３ｂ及びアーム挿通部２４ｃの空間
内で、前後方向Ｔ２に進退自在に保持される。
【００６８】
　また、第１ベース２３のアーム挿通部２４ｃの上方回動係止面３１、下方回動係止面３
２の上下の円弧面に、シャッタアーム２１のアーム部３６の後端側に設けられた回動部３
７の円弧面状の上方回動面３７ａ、下方回動面３７ｂが当接することによって、各アーム
部３６がアーム保持部２３ｂ及びアーム挿通部２４ｃの空間内で、前後方向Ｔ２に進退自
在に保持される。さらに、図１３、図１４、図１５、図１６に示すように、これら上方回
動係止面３１、下方回動係止面３２と上方回動面３７ａ、下方回動面３７ｂが面接触しつ
つ摺動することによって、各アーム部３６が上下方向に回動自在に保持される。
【００６９】
　また、各アーム部３６に設けられたリブ３８がアーム挿通部２４ｃの下方回動係止面３
２に設けられたガイド溝３３に係合することによって、各アーム部３６が軸線Ｏ４方向に
沿う前後方向Ｔ２に案内されて進退する。さらに、リブ３８がガイド溝３３に係合してい
ることによって、シャッタアーム２１がアーム部３６の軸線Ｏ４方向をアーム保持部２３
ｂ及びアーム挿通部２４ｃの軸線方向に沿う前後方向Ｔ２に沿うように保持される。すな
わち、リブ３８がガイド溝３３に係合していることによって、シャッタアーム２１などの
自重によってアーム部３６が下方に傾くことがないようにしつつアーム保持部２３ｂ及び
アーム挿通部２４ｃの空間内で進退自在に保持される。
【００７０】
　ここで、本実施形態のリブ３８は、後端側に、後端に向かうに従いその突出長が小とな
る傾斜部（Ｒ形状部）３８ｂを備えて形成されている。これにより、アーム部３６が前方
に進出し、傾斜部３８ｂのみがガイド溝３３に係合した状態になると、アーム部３６が前
方に進出する従いアーム部３６が下方に傾斜してゆく。そして、さらに前方に進出して傾
斜部３８ｂがガイド溝３３から外れると、上方回動係止面３１、下方回動係止面３２と上
方回動面３７ａ、下方回動面３７ｂが面接触し、各アーム部３６が上下方向Ｔ３に回動自
在に保持される。
【００７１】
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　次に、上記のように第１ベース２３と第２ベース２４を組み付けてシャッタベース２０
とシャッタアーム２１を接続した段階で、シャッタアーム２１の軸部３５を回転軸嵌合部
２２ａに嵌め込み、互いの係止片部２２ｂ、３５ａをそれぞれ係合させて、シャッタアー
ム２１の軸部３５にシャッタ受け２２を着脱可能に取り付ける。また、係止片部２２ｂ、
３５ａによってシャッタアーム２１の軸部３５の所定位置にシャッタ受け２２が取り付け
られ、シャッタ受け２２の側端部から横方向Ｔ１に突出する回転規制部２２ｃがシャッタ
アーム２１のアーム部３６と上下方向Ｔ３に重なる位置に配される。
【００７２】
　これにより、図８、図９、図１３、図１４、図１５、図１６に示すように、シャッタ受
け２２は、シャッタアーム２１の軸部３５の軸線Ｏ３周りに回動自在に配設される。また
、回動時にアーム部３６に回転規制部２２ｃが当接することで背面が前方に向くことがな
いようにその回転範囲（回転量）を規制した状態で配設される。
【００７３】
　ここで、シャッタ受け２２（及びシャッタアーム２１（軸部３５））をポリエチレン樹
脂などを用いて形成することによって、後述の局部洗浄ノズル７、８の当接時や、回動時
に摩耗や異音が発生しないようにすることができる。
【００７４】
　次に、図６、図１７、図１８に示すように、シャッタベース２０の第１ベース２３の本
体部２３ａの嵌合部２５をノズルカバー１５に嵌合させ、且つシャッタベース２０の第１
ベース２３の本体部２３ａの一対の係合凸部２６の間にノズルカバー１５の凸部を係合さ
せて、シャッタユニット１７（シャッタベース２０、シャッタアーム２１、シャッタ受け
２２）をベース６ａのノズル開口部９に設置する。
【００７５】
　また、シャッタユニット１７をベース６ａのノズル開口部９に設置すると、第２ベース
２４のアーム挿通部２４ｃの上端側に設けられた雌ネジ孔２９とカバーケース６のベース
のネジ挿通孔とが連通する。ネジ挿通孔を通じて雌ネジ孔２９にネジ３０を締結すること
により、シャッタユニット１７がベース６ａの所定位置に固定される。
【００７６】
　そして、シャッタユニット１７がベース６ａの所定位置に固定されることで、シャッタ
ベース２０に嵌合、係合したノズルカバー１５（ノズルユニット１１）がシャッタユニッ
ト１７によってその上下左右の位置を所定の位置に位置決めして保持される。さらに、こ
のとき、シャッタベース２０とノズルユニット１１は、互いの接続部分に大きな隙間が生
じないように、すなわち互いの接続面同士が面接触するようにして接続した状態で保持さ
れる。
【００７７】
　次に、シャッタ受け２２の前面と背面を対向させるようにしてシャッタ１０をシャッタ
アーム３６の軸部３５の両端側（アーム部３６の先端側）に着脱可能に且つ軸線Ｏ３周り
に回動自在に係合させて取り付ける。シャッタ１０を取り付けた段階で、アーム部３６の
他端側（後端側）のバネ接続部３６ａに引っ掛けてバネ部材をベース６ａとアーム部３６
に接続する。
【００７８】
　これにより、バネ部材によってシャッタアーム２１をカバーケース６内の後方に付勢す
る力が作用し、各アーム部３６がアーム挿通部２４ｃ及びアーム保持部２３ｂの空間内の
後方に退避して収容され、軸部３５及びシャッタ受け２２がシャッタベース２０の前面に
近接配置され、シャッタ１０がシャッタ受け２２とともにその背面をシャッタベース２０
の前面に対向させるようにして近接配置される。よって、この状態で、シャッタ１０が前
面を便器本体１の内側に向け、ノズル開口部９を閉塞する。
【００７９】
　また、本実施形態では、シャッタ１０が横長に形成されており、ノズル開口部９ととも
に、温風乾燥ユニット１２、脱臭ユニット１３の吸込口４３、吹出口４２、４４も同時に
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閉塞するように構成されている。
【００８０】
　次に、本実施形態の水洗大便器Ａで用便後、局部洗浄装置４で局部の洗浄を行う手法に
ついて説明する。
【００８１】
　まず、用便後に、例えば使用者が肛門洗浄ボタンをリモコン操作すると、これを制御装
置が検知するとともに動作指令を出し、モータ及びピニオンが一方向に回転して肛門洗浄
用ノズルである一方の局部洗浄ノズル７が前方に進出する。
【００８２】
　このとき、図６、図８、図９、図１６に示すように、シャッタ受け２２の背面には、一
方の局部洗浄ノズル７に対向する位置に下方に向かうに従い漸次背面に近づく傾斜面４０
ａを備えた第１当接回動部４０が設けられている。このため、一方の局部洗浄ノズル７が
進出して第１当接回動部４０の傾斜面４０ａに先端が当接し、さらに進出すると、第１当
接回動部４０の傾斜面４０ａが押圧され、図７、図１９に示すように第１当接回動部４０
（傾斜面４０ａ）の形状に応じてシャッタ受け２２がその背面を下方に向けるように上方
に回動する。
【００８３】
　そして、このシャッタ受け２２に重ねてシャッタ１０が設けられているため、シャッタ
受け２２に押圧されて従動し、シャッタ１０もその背面を下方に向けるように上方に回動
する。
【００８４】
　また、図６、図８、図９、図１３、図１６、図２０に示すように、アーム部３６にリブ
３８が設けられ、リブ３８がアーム保持部２３ｂ及びアーム挿通部２４ｃに形成されたガ
イド溝３３に係合して案内されることで、一方の局部洗浄ノズル７の進出とともに前方に
向けて好適にシャッタアーム２１ひいてはシャッタ受け２２、シャッタ１０が進出する。
【００８５】
　そして、一方の局部洗浄ノズル７がさらに進出するとともに、アーム部３６の回動部３
７の円弧面状の上方回動面３７ａ、下方回動面３７ｂがシャッタベース２０の上方回動係
止面３１、下方回動係止面３２に面接触し、アーム部３６がその先端側を上げるように回
動部３７周りに円滑に回動する。
【００８６】
　このとき、リブ３８の支持突部３８ａがガイド溝３３に係合していることによって、ア
ーム部３６が前方に進出するときのアーム部３６ひいてはシャッタ受け２２、シャッタ１
０が下がってしまうことない。これにより、第１当接回動部４０の傾斜面４０ａを一方の
局部洗浄ノズル７の先端部で押圧しながら進出し、アーム部３６の回動部３７の上方回動
面３７ａ、下方回動面３７ｂがシャッタベース２０の上方回動係止面３１、下方回動係止
面３２に面接触し、確実にアーム部３６を回動部３７周りに円滑に回動させることができ
る。
【００８７】
　すなわち、本実施形態の水洗大便器Ａにおいては、一方の局部洗浄ノズル７が進出する
と、自動的に、シャッタ１０がアーム部３６とともに回動部３７周りに上方に回動し、且
つその背面を下方に向けるようにシャッタアーム２１の軸部３５の軸線Ｏ３周りにシャッ
タ受け２２とともに回動する。
【００８８】
　このようにしてノズル開口部９が開き、便器本体１の内側に進出した一方の局部洗浄ノ
ズル７の先端部から温水供給ユニットの駆動によって洗浄水の温水が吐出し、局部を洗浄
することができる。また、この洗浄時には、ノズル開口部９の上方に且つ一方の局部洗浄
ノズル７の上方に、前面を上方に向けてシャッタ１０が覆い被さるように配されている。
このため、汚物、洗浄水の飛沫などがシャッタ１０で遮られ、局部洗浄ノズル７、８やノ
ズル開口部９、その内部にかかったり、入り込むことが防止される。
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【００８９】
　一方の局部洗浄ノズル７によって局部洗浄が完了すると、自動的にあるいは使用者のリ
モコン操作に応じた制御などによって、モータ及びピニオンが他方向に回転して肛門洗浄
用ノズルである一方の局部洗浄ノズル７が後方に退避する。また、一方の局部洗浄ノズル
７が後方に退避すると、シャッタアーム２１のアーム部３６がバネ部材によって後方に付
勢されているため、自動的にシャッタアーム２１が後方に退避する。
【００９０】
　さらに、一方の局部洗浄ノズル７が後退し、後方に退避する際には、アーム部３６のリ
ブ３８の後端側に傾斜部３８ｂが設けられているため、この傾斜部３８ｂが好適にガイド
溝３３に再係合し、シャッタアーム２１が好適に後方に退避する。そして、一方の局部洗
浄ノズル７がノズル開口部９を通じてカバーケース６に収容されるとともに、第１当接回
動部４０の当接、押圧状態が解除され、シャッタアーム２１とともにシャッタ受け２２、
シャッタ１０が後方に退避しつつ回動する。これにより、シャッタ１０がノズル開口部９
を閉じて元の状態に戻る。
【００９１】
　一方、例えば使用者がビデ洗浄ボタンをリモコン操作すると、これを制御装置が検知す
るとともに動作指令を出し、モータ及びピニオンが一方向に回転して肛門洗浄用ノズルで
ある一方の局部洗浄ノズル７が前方に進出し、上記と同様に第１当接回動部４０の傾斜面
４０ａを押圧してシャッタ受け２２、シャッタアーム２１を前方に進出させつつ上方に回
動させ、背面が下方を向くようにシャッタ１０を上方に回動させてノズル開口部９が開く
。
【００９２】
　このビデ洗浄の際には、一方の局部洗浄ノズル７がシャッタ１０を開き、シャッタ１０
の下方に配された状態で止まり、それ以上便器本体１の内側に進出しないようにする。
【００９３】
　一方の局部洗浄ノズル７でシャッタ１０を開いた段階で、ビデ洗浄用ノズルである他方
の局部洗浄ノズル８が前方に進出し、シャッタ１０に当接することなく便器本体１の内側
の所定位置まで進出する。便器本体１の内側に進出した他方の局部洗浄ノズル８の先端部
から温水供給ユニットの駆動によって洗浄水の温水が吐出し、局部を洗浄することができ
る。また、この洗浄時には、ノズル開口部９の上方に且つ一方の局部洗浄ノズル７及び他
方の局部洗浄ノズル８の上方に、前面を上方に向けてシャッタ１０が覆い被さるように配
されている。このため、洗浄水、汚物、洗浄水の飛沫などがシャッタ１０で遮られ、局部
洗浄ノズル７、８やノズル開口部９、その内部に飛沫がかかったり、入り込むことが防止
される。
【００９４】
　他方の局部洗浄ノズル８によって局部洗浄が完了すると、自動的にあるいは使用者のリ
モコン操作に応じた制御などによって、モータ及びピニオンが他方向に回転してビデ洗浄
用ノズルである他方の局部洗浄ノズル８が後方に退避し、ノズル開口部９を通じてカバー
ケース６内の元の位置に戻る。
【００９５】
　これとともに、一方の局部洗浄ノズル７が後方に退避する。このとき、シャッタアーム
２１のアーム部３６がバネ部材によって後方に付勢されているため、自動的にシャッタア
ーム２１が後方に退避する。
【００９６】
　さらに、一方の局部洗浄ノズル７が後退し、後方に退避する際には、アーム部３６のリ
ブ３８の後端側に傾斜部３８ｂが設けられているため、この傾斜部３８ｂが好適にガイド
溝３３に再係合し、シャッタアーム２１が好適に後方に退避する。そして、一方の局部洗
浄ノズル７がノズル開口部９を通じてカバーケース６に収容されるとともに、第１当接回
動部４０の当接、押圧状態が解除され、シャッタアーム２１とともにシャッタ受け２２、
シャッタ１０が後方に退避しつつ回動する。これにより、シャッタ１０がノズル開口部９
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を閉じて元の状態に戻る。
【００９７】
　次に、例えば清掃、メンテナンスなどを行うために本実施形態の水洗大便器Ａのシャッ
タ１０を着脱する操作について説明する。
【００９８】
　本実施形態の水洗大便器Ａにおいては、シャッタ１０を着脱する際に、まず、使用者が
シャッタ着脱ボタン（お掃除ボタン）を押すなどし、これを制御装置が検知すると、シャ
ッタ着脱時のシャッタ着脱開モードになり、制御装置が動作指令を出してモータ及びピニ
オンが一方向に回転し、ビデ洗浄用ノズルである他方の局部洗浄ノズル８が前方に進出す
る。
【００９９】
　このとき、他方の局部洗浄ノズル８に対向する位置に、下方に向かうに従い漸次背面か
ら離れる逆傾斜面４１ａを備えたシャッタ受け２２の第２当接回動部４１が設けられてい
る。このため、図６、図９に示すように、他方の局部洗浄ノズル８が進出して第２当接回
動部４１の逆傾斜面４１ａに先端部が当接し、さらに進出すると、第２当接回動部４１の
逆傾斜面４１ａが押圧されてシャッタ受け２２、ひいてはシャッタ１０がその内面を上方
に向けるように下方に回動する。
【０１００】
　また、図６、図８、図９、図１３、図１６に示すように、アーム部３６にリブ３８が設
けられ、このリブ３８がアーム保持部２３ｂ及びアーム挿通部２４ｃに形成されたガイド
溝３３に係合して案内されることで、他方の局部洗浄ノズル８の進出とともに前方に向け
て好適にシャッタアーム２１ひいてはシャッタ１０が進出する。さらに、第２当接回動部
４１の逆傾斜面４１ａを押圧しながら他方の局部洗浄ノズル８がさらに進出すると、アー
ム部３６の回動部３７の円弧面状の上方回動面３７ａ、下方回動面３７ｂがシャッタベー
ス２０の上方回動係止面３１、下方回動係止面３２に面接触するとともに、リブ３８が傾
斜部３８ｂに沿って徐々にガイド溝３３から外れて落ち、アーム部３６がその先端側を下
げるように回動部３７周りに円滑に回動する。
【０１０１】
　これにより、他方の局部洗浄ノズル８が進出すると、自動的に、アーム部３６が進出し
て、シャッタ１０がノズル開口部９を開いた開姿勢となる。さらに他方の局部洗浄ノズル
８が進出すると、アーム部３６が回動部３７周りに下方に回動し、且つシャッタ１０がそ
の背面を上方に向けるようにシャッタアーム２１の軸部３５の軸線Ｏ３周りにシャッタ受
け２２とともに回動して、さらにノズル開口部９を開いた開姿勢となる。
　なお、シャッタアーム２１は、回動部３７がシャッタベース２０の上方回動係止面３１
、下方回動係止面３２に当接することによりシャッタ１０を開姿勢にした状態でそれ以上
進出しない（できない）。
【０１０２】
　また、このとき、シャッタ受け２２に側端部から横方向Ｔ１に突出する回転規制部２２
ｃが設けられているため、この回転規制部２２ｃがアーム部３６に下側から当接すること
によって、シャッタ受け２２ひいてはシャッタ１０の回動が規制され、背面を上方に向け
た開姿勢の状態でシャッタ１０（シャッタ受け２２）が保持される。
【０１０３】
　本実施形態では、このように使用者がシャッタ着脱ボタンを押すなどするとともに、他
方の局部洗浄ノズル８が進出動作して、自動的に背面を上方に向けるようにシャッタ１０
が下方に回動して開く。このため、シャッタ１０をシャッタアーム２１の軸部２２ａの両
端部側に接続した取付部（取付位置）が露出する。
【０１０４】
　これにより、使用者がシャッタ１０を取り外す際にはシャッタ１０の取付位置を目視で
確認しながら、例えばシャッタ１０の両端をもって下に引っ張ることによってシャッタ１
０を取り外すことができる。
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【０１０５】
　また、このシャッタ１０の取り外し時に、取り外し力が作用する方向へのシャッタ１０
の移動が規制されている。すなわち、進出したシャッタアーム２１はそれ以上進出できな
い状態であり、且つ下方向に回動できない状態（下方向へ５度程度回動する遊びがあって
もよい）で保持される。このため、シャッタ１０に力を加えた際にぐらつくことがなく、
シャッタ１０を好適に（例えば小さな力で容易に）取り外すことが可能になる。
【０１０６】
　また、シャッタ１０を取り付ける際にも、シャッタ１０の取付位置を目視で確認しなが
ら係合させ、シャッタ１０を取り付けることができる。
【０１０７】
　そして、シャッタ１０の着脱、清掃、メンテナンスなどが完了した段階で、使用者のリ
モコン操作などに応じた制御によって、モータ及びピニオンが他方向に回転してビデ洗浄
用ノズルである他方の局部洗浄ノズル８が後方に退避し、ノズル開口部９を通じてカバー
ケース６内の元の位置に戻る。
【０１０８】
　このとき、アーム部３６のリブ３８の後端側に傾斜部３８ｂが設けられているため、ア
ーム部３６が下がった状態で退避しても、この傾斜部３８ｂが好適にガイド溝３３に再係
合して案内されるとともに傾斜部３８ｂによって徐々にアーム部３６が持ち上がってゆき
、シャッタアーム２１が好適に後方に退避する。そして、他方の局部洗浄ノズル８がノズ
ル開口部９を通じてカバーケース６に収容されるとともに、第２当接回動部４１の当接、
押圧状態が解除され、シャッタアーム２１とともにシャッタ受け２２、シャッタ１０が後
方に退避しつつ回動する。これにより、シャッタ１０がノズル開口部９を閉じて元の状態
に戻る。
【０１０９】
　したがって、本実施形態の水洗大便器Ａ、局部洗浄装置４においては、シャッタ１０の
着脱時にノズル開口部９を開いた開姿勢でシャッタ１０を保持するように／保持可能にシ
ャッタ開閉機構（シャッタユニット）１７が構成されているため、シャッタ１０を着脱可
能に取り付ける取付部の位置を目視で確認しながらシャッタ１０の取付／取外し作業（着
脱作業）を行うことが可能になる。
【０１１０】
　これにより、従来と比較し、シャッタ１０の取付／取外し作業の操作性がよく、容易に
且つ円滑に行うことができる。また、取付部を見ることができるため、誤組付け、無理な
押し込みなどによって破損が生じることを防止できる。
【０１１１】
　また、本実施形態の水洗大便器Ａ、局部洗浄装置４においては、シャッタ１０の着脱時
に、シャッタ１０の背面が上方を向くようにノズル開口部９の下方側にシャッタ１０を回
動し、この開姿勢でシャッタ１０を保持することで、シャッタ１０の取付部を上から容易
に目視で確認することができる。
　これにより、さらに容易にシャッタ１０の取付／取外し作業（着脱作業）を行うことが
可能になる。
【０１１２】
　さらに、シャッタ１０の着脱時に、他方の局部洗浄ノズル８が進出するとともにシャッ
タ１０を押圧して開き、シャッタ１０に当接した状態で停止することによってシャッタ１
０を開姿勢で保持するように構成したことにより、例えばシャッタ１０の着脱時の動作制
御を付加するだけで、特別な機構を別途設けることなく、シャッタ１０の着脱時にシャッ
タ１０を開姿勢にして保持することが可能になる。
　これにより、容易に且つ経済的に、シャッタ１０の取付／取外し作業の向上を図ること
ができる。
【０１１３】
　また、前後方向Ｔ２に進退自在に支持されたシャッタアーム２１にシャッタ１０を回動
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自在に且つ着脱可能に取り付けるように構成したことで、シャッタ１０の着脱時にシャッ
タアーム２１（アーム部３６）を前方に進出させ、シャッタ開口部９から軸部３５ひいて
はシャッタ１０の取付部を離間させることができる。
　これにより、シャッタ１０の取付部をより確実且つ容易に目視で確認でき、シャッタ１
０の脱着時のさらなる作業性の向上を図ることが可能になる。
【０１１４】
　また、シャッタ１０の取り外し時に、取り外し力が作用する方向へのシャッタ１０の移
動が規制され、進出したシャッタアーム２１はそれ以上進出できない状態、且つ下方向に
回動できない状態で保持されるため、シャッタ１０に力を加えた際にぐらつくことがなく
、シャッタ１０を好適に取り外すことが可能になる。
【０１１５】
　以上、本発明に係る局部洗浄装置の一実施形態について説明したが、本発明は上記の一
実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【０１１６】
１　　　便器本体
１ａ　　ボウル部
１ｂ　　リム部
１ｃ　　封水部
２　　　洗浄機構部
３　　　便座部
３ａ　　便座
３ｂ　　便蓋
４　　　局部洗浄装置
６　　　カバーケース
６ａ　　ベース（ベースプレート）
６ｂ　　カバー（外殻体）
７　　　一方の局部洗浄ノズル（肛門洗浄用ノズル）
８　　　他方の局部洗浄ノズル（ビデ用ノズル）
９　　　ノズル開口部
１０　　シャッタ
１１　　ノズルユニット
１２　　温風乾燥ユニット（温風乾燥装置）
１２ａ　温風発生装置
１２ｂ　温風ダクト
１２ｃ　ファン
１２ｄ　ヒータ
１３　　脱臭ユニット（脱臭装置）
１３ａ　脱臭ダクト
１３ｂ　ファン（送風機）
１３ｃ　脱臭カートリッジ（脱臭手段）
１３ｄ　除菌ユニット
１５　　ノズルカバー
１６　　吐出孔
１７　　シャッタユニット（シャッタ開閉機構）
２０　　シャッタベース
２１　　シャッタアーム
２２　　シャッタ受け
２２ａ　回転軸嵌合部
２２ｂ　係止片部
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２２ｃ　回転規制部
２３　　第１ベース
２３ａ　本体部
２３ｂ　アーム保持部
２４　　第２ベース
２４ａ　本体部
２４ｂ　ベース係合部（係合部）
２４ｃ　アーム挿通部
２５　　嵌合部（係合部）
２６　　係合凸部（係合部）
２７　　ネジ挿通孔
２８　　ノズル挿通部
２９　　雌ネジ孔
３０　　ネジ
３１　　上方回動係止面
３２　　下方回動係止面
３３　　ガイド溝
３４　　ネジ
３５　　軸部
３５ａ　係止片部
３６　　アーム部
３６ａ　バネ接続部
３７　　回動部
３７ａ　上方回動面
３７ｂ　下方回動面
３８　　リブ
３８ａ　支持突部
３８ｂ　傾斜部
４０　　第１当接回動部
４０ａ　傾斜面
４１　　第２当接回動部
４１ａ　逆傾斜面
４２　　吹出口（温風吹出口）
４３　　吸込口
４４　　吹出口
Ａ　　　水洗大便器
Ｏ１　　回動軸
Ｏ２　　軸線
Ｏ３　　軸線
Ｏ４　　軸線
Ｔ１　　横方向
Ｔ２　　前後方向
Ｔ３　　上下方向
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